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本市は、清れつな地下水や豊かな

緑など恵まれた自然環境とそこに息

づく生態系循環を大切にし、人と自

然が共生する都市をつくる。また、

市民が安全で快適に過ごせる生活環

境を確保し、ゆとりや潤いのある良

好な環境の都市をEl指す。
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環境基本条例

私たちは、[Ill
Hi'.かなl′ほt;'と先人の築
いた燃Ulfi勺及び文化的遺産の思心を

享受し、1Wな域境のll'に生i.rfLて

きました。

しかし、最近の敵い,*!:会緯潮、1=
It
勢の変化と拙山化の進鵬に伴い、L

mmi引蝣aiSUEEBH]調かRl関in腰

ています(.

やすらぎ,とmいのある1.^1'な肌fJ-

20

1.-ヽ蝣蝣wr^w ftuflサmw tiUfi叫

環境をifmL、さL-,に、これを次の

川:R'＼引き継ぐことは、現代に′主き

る私たちグu務でもあります。

そこで、本心では良4f」城崎を保

全するためH.'川=う3<Y-lz 「[剛Mi環境

',Uヾ東川」 ril.11定L.t L f.

この条例は、瑞境ijjftを計州l年

Rffl胃KBffl引iiiai融月　　　　　　相

となるもので-ら

環境総合計画の推進

今日の環境問mu、私たち人間の

ll re'l蝣ifiが瑞境に過度のnnIをかけ

ていることに起因Lており、この解

決のためには.事業活JUjoOありノJ'や

、　'...'I、古11..・:・蝣蝣∴　し

きくWi:していかなければなりませ

m

l・.lJ I.: ':) ll:ニIi;トJ.IL :i.jj.!、

とが調tillた「ヒューマンシテfく

まもと」を実J見し、将来のIl/liiへ引

き継ぐため、 'Hk′ <¥:-イ加二「旗本ltJ

瑞境総合iTii'ii」を策',上しましたL_,

このifhi"ilをtH仰'・)に推進するため、

「能本ill比鼎射水全行動桁針」や「事

¥ I''In-llJ:H..ォ'lサV:-iil , ・'・.:トL・ ・、

Ltz,,

te.-'
.J＼lJJ'蝣{.蝣>.¥1日').卜さ.:
心するため、友ftfffl川を中心とした

=‖?mhレー'>J.!エ:二、地t・いWiノ>1K11に

取り釦_んでいます.,

資源リサイクルの推進

mりある賛狐の有効i,r,)llと環境保

全のためには、i>->とI'}'l-'.櫛J火の活

用やイJH品の再仙川を:Luめていくこ

とか人LJJでt,

小Ijでは、「lli-'¥一資源集卜伸川又助

成制度」に.より、/・fj'<会等の集囲回

収il叩け二対して1JJ成金を射r;L、I'*

'I..v,viU.ii!'"!".1V∴.lI∴J、

信二、il/biの皆様′＼のりサイクル情

刷fol/ft:として「リサイクルインフォ

メーションくまもと」を蝣/
It)品′.I:して、
ィ、用品の有効利川を肌虻しています。,

・雄鳥1擁昭黒潮昌

昭朴17で卜Ill'li茂会の「森のtfl'.Vら;.」

を,受けて、 A:ノ>filHff札余,k.'J、*l届t.J

れ、森の郁熊木のI'P)山二JhL比の総ノJ

a Hj-'四¥m4¥miWM¥甥副fmm題m

通路や公園、羊校などの公共地の

緑化を進めるととい二、 Ih'比.人ひ

とりの緑化息.ii龍の高相と、家吐緑化

の普及V'f発を川るために、 /I:恒設置

蝣;'蝣h.川ili'jJ上　T-i'i姶・ ll吐J「・fl「架こ・・蝣),,し-.

念樹舶イI)'、ッタIll　化IViの胤イlJ、ま

t=、 J-.場緑化を仙進するために、緑

化川樹木IMlを;帖'」<ヒL範封ヒの州・進

に努めていますり

また、市民に親Lみのi'fcL. 「、'/・.Ill

両J　をu巾な緑地として碓すために

Ill-、 Lh'イ小とな・_Jて公有化をjlLめて

おり、その中で「、.川川l憩の在」か

川　　　　蝣I.二・.. ・>l i-)蝣蝣蝣,.ll ∴Ml

場とLて人し、に利川されています。

さJ,に、蝣I;街地に点!l・tるatな

緑地を瑞境保,勘山Iメ〕として指定し、

ma¥柑|9サS配amは:

【地下水保全】

仙I,Jtで豊かな山iL¥i/主ifiや恥h一活動、

ll 1、-I-トl∴・二　　　日・ト∴ .、i'i一・

什全紡差の・tilぜに/I(かせない賛拭!-C

すh

この地l:水は、 Jlくいuniの営みと

多くの先人tzhによ・,て蝣蝣'j:り伝え;,

れてきた賄h'iであり、私たちがまた

末来Ih`止に守りii;えていか畑川rは

raam阻mmm

立EE]山生活博樹呆全林

このため本illでは、 ill比.事某者

.・'>tW'¥'M ':iJ川t.'JLノ　　c,v蝣蝣こう

な事某をtalliniています(.

「節水型社会の形成」のために

地卜小I*ト・、ノ'.'illIII九'V..I寸'<・'<一蝣川/J

ために、マス・ノティアのiIT川)に.よ

る'.'HEと糾蝣I!イベント等や節水教圭

を開併し、 I'it発ビデオの放映、ノ、ン

7レしソトfiLMIJなどを行うとと信二、

I-.某川水.1-の・侶'I!化を進めるため、

JJく利)出二対する指専、調音をJ侶粧し

ています。

「地下水の買、圭の保全」のために

川日、'水に間する総合調付や地トノk

Hr: i_ノl(.件ノ)常時';-: i!1、 ii'I 'A;什MLノ'(ill

・'/_や<(;葉o)¥こ然防正とIL・I複対策に努

めるととい二、かん養林の造成や雨

33WJ3脚m軌OKffliXlinramす、

また、広域的な収り組みとして・lj-

l]餌年に昔、11.された「(研削、地卜水

星金」において剛かIiin川.と通推し、

森林のftをはじめとする地卜水の

T粧IHv業を行-,ていま1-.

JI平成4年度熊本市地下水用途別採取量

熊本可珊水キャンペーンマーク・キャッチフレ-ズ
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市政運営の指針となる基本構想の

中で将来の都市像の第-に「水と緑
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の人間環境都市」が掲げられ、快適

な生活環境を確保するうえでごみ処

理行政の果たす割合はますます重要

になってきていますo

本市のごみ排出量は年間約30万t

ですが、平成5年10月から収集の安

全性とごみの分別徹底を図るために

実施したごみ袋の透明化により、家

庭ごみが対前年比3.4%の減少、資

源ごみが同37%増加となるなどその

著しい効果が現われ、この数年増加

傾向にあったごみ量が横ばいに転じ

ています。

ごみ減量化事業としては、平成5

年8月から「生ごみ堆肥化容器購入

助成事業」を実施するとともに、継

続事業として「くまもとダイエット

100キャンぺ-ン」、 「資源ごみ再資

源化事業」等に積極的に取り組んで

おります。

また、きれいな街づくり推進事業

の一環として、ごみの減量・再資源

化及び環境美化に取り組む地域活動

東部環境工場概要

建設場所:熊本市戸島町2570番地

敷地面積:約l万8千m2

着　　工:平成2年12月20日

竣　　工:平成6年3月31日

処理能力:6001/冒

(3001,日×2炉)

の指導者を育成するため平成5年12

月から「減量美化推進員制度」をモ

デル的に実施し、昨年11月には300

の町内の協力を得て全市的な取り組

みを進めています。その他、散乱ご

み対策として、市内中心部の幹線道

路や熊本城周辺の歩道を含む道路の

定期的な清掃、灰皿付きごみ箱の設

置、年2回の町内一一斉清掃等を実施

しています。

産業廃棄物対策においては、講習

会や啓発事業によって法令の周知徹

底を図り、指導・監視を行うなかで

適正処理の推進に努めるなかでも、

環境保全対策としては平成3年から

市民協力による不法投棄巡視員を配

置し、不法投棄の未然防止や監視に

努めています。

施設整備については、旧施設の老

朽化とごみ量の増加に伴う処理能力

増強の必要性により、総工費225億

円を投じて建設をした東部環境工場

が昨年4月から稼働しており、ごみ

処理の--ド面において万全の体制

が整えられていますD

さらに、廃棄物循環型社会の実現

に向け、ごみ減量・リサイクルの情

報発進基地として旧東部環境工場を

改修整備し、環境に優しいライフス

タイルの実践の場として活用するこ

ととしています。

し尿処理

し尿処理事業については、市民の

快適を生活環境を保つため、計画的

で円滑な収集と適正処理に努めてい

mm

近年の下水道の普及にともない、

し尿処理人口は年々減少しており、

平成5年度のくみ取り人目が6万6

千人、浄化槽人口が14万7千人とな

っています。

し尿収集はし尿処理計画に基づい

て市域を校区単位に地区割りし、許

可業者(7社)による計画的で円滑

な定期収集を実施していますo　くみ

昭和63年度平成元年度　　2　　　　3　　　　4　　　　5年度　　　　　F3

注:平成3年度の排出量には、台風19号による災害ごみ
約2万2千トンが含まれます

取りは月1回以上の収集、浄化槽に

ついては月1回以上の保守点検と年

1回以上の清掃を行っていますO

収集したし尿と浄化槽汚泥は、秋

津浄化センター(旧東部汚水処理場)

と中部浄化センターで適正に処理し

ていますO特に、秋津浄化センター

では発生する消化ガスを、消化槽加

温や老人憩いの家浴室の熱源として

供給するなど、有効に活用していま

す。

また、環境問題が社会的にもクロ

ーズアップされている今日、公共水

城保全対策の一環として、し尿と併

せて生活雑排水が処理できる小型合

併処理浄化槽設置に補助金を交付し

その普及促進を図っています。

さらに、市民サービスの向上と近

代的都市機能の拡充を目的に、清潔

で明るく使い易い公衆トイレ「美粧

化トイレ」の整備と、きめ細かな維

持管理を行い、好評を得ています。

今後とも、 21世紀に向けた快適な

都市環境づくりを目指し、生活環境

の保全と都市機能の充実に努めてい

^mm

下水道人口
4-4

浄化槽人口
47

くみ取
66

i至BBI

Hi 処理総量

-28

浄化槽汚泥
」5?̂ ォ l
b J ■""喜■m 7

くみ取り

5

、、＼

一 一

63　　元　　　2　　　3　　　4　　　5年度
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今私たちのまわりでは、地球的規

模での環境問題の解決が阿際的な課

題となるとともに、身近な環境にお

いても自然環境の積極的な保全や快

適蝣'.蝣蝣I芯境の什造'4. -か地目.・R.^ i".W;

てきていますO

こうしたなか、公'剤*止対策も従

来の枠にとらわれず、広く現場全般

を考えながら施策を展開していますO

公害防止対策の啓発

公害防tL対策を円滑に進めていく

ためには、上場・事業場はもちろん

市民の皆様のご坤解とご協力が必要

ですQ　そこで、公害防止に関するビ

デオやパンフレット.または各種イ

ベントなどを通しての啓発活動を積

極的に進めています。さらに、卜水

道末整備で環境基準が達成されてい

ないft芹川上流域で生活雑排水対策

推進員制度を設け、この推進員の皆

様を中心に流域住民-の啓発活動を

通じて<!-:活雑排水対策の実践を図っ

ています.。

公害防止対策の推進

公害防Ih対策の基本は、その未然

防,l上です,U　そこで、 ~l二場・事業場建

設時における事前指導の徹底や公害

M il-.'*,;'上vc i-T舶:田川!'」蝣.こ・Tur.用なと'を

適した未然防止対策を進めています。

既存の工場・事業場に対しては公害

防J上施設の管埋や付き物賢の使用な

瑚輸ipsssも~.与　諏崩蕗頑萄菅

どに関する管理体制を指導していま

す。

環境汚染監視体制の強化

市民の皆様の健康と密接に結びつ

いている大気や水質などの状況を迅

速的確に把握するため、大気測定局

し・~)で」liiii・ti-iLや事VTi'j-Jj、 M占L・なl=1'

の公害の監視体制の充実を図り、 TTJ

民が安全で快適に過ごせる生活環境

の保全に努めています。

環境衛生

近年、 fW活様式の変化、多様化、

間際化のなかで、市民がゆとりと潤

いに満ちた、真に盟かさを実感でき

るような、ネ土会の実現が望まれてい

isa

このような状況のqlで、市民の日

常fl三・;,r:に密接に関係する衣食住の全

般にわたって安全で快適な生活を確

保するため、食品流通の広域化や長

期化、輸入食品の増加、ビルの高層

化や大型化などに対応して、食品衛

生・環境衛生の検査監視体制の充実

や営業者指導の徹底、消膏者に対す

る衛生思想の普及啓発につとめてい

Jd

ISl

一一万、環境衛ft事業所では、地域

何体の活動と連携して、防疫、ねず

み・衛生害虫の駆除及び除草指導等

を行い、清潔な環境づくりを進める

とと信二環境の美化に努め、健康な

lhL民lI三活を支える快適な環境づくり

の-I-翼を担っています。

墓地・斎場
本市は、 7カ所の市営墓地(周)と

納骨堂1ヵ所を管埋し、永眠された

祖先の安住の地として市民に利用さ

れています。

また,斎場は、火葬炉14基と広い

待合室を設け、人生の終

えんを飾るにふさわしい

施設として、明るくクリ

-ンなイメージでの運営

につとめています。

■苦情内容別件数(平成5年度) 熊本市では、過去に幾多の災害を

経験してきました。

明治22年の熊本地震、昭和2年の

潮害、昭和28年(6.26)の水害、平

成3年の台風19号、現在もなお続い

ている雲仙普賢岳の噴火による降灰、

又、 1月には阪神地区で未曽有の大

災害をもたらした兵庫県南部地寅が

ありました。

このように、何時発生するかわか

らない災害に対して、市では各防災

関係機関と共に災害危険箇所の査察、

総合防災訓練等を実施し、連係を保

ちながら災害の予防や復旧に対応す

るようにしています。

一方、災害が発生した場合、適切

な対応が出来るように警報テレメー

ター、レーダー雨量計、河川・気象

情報端末装置等機器の整備を行って

いますが、各種災害の予測や情報収

集を迅速適正化する為に防災行政無

線など、防災情報システムの強化、

災害応急対策の充実・整備につとめ

ています。

このほか、市では、市民一人ひと

りが防災に関心をもって噴くため、

総合防災展の開催、防災パンフレッ

トの配布、自主防災組織の結成推進

等、防災思想の啓発・普及をはかり、

市民と一体となった「災害のない災

害に強い町づくり」を推進していま

す。

尚、阪神・淡路大震災を参考にし

ながら、本市の地域防災計画の震災

対策について検討していきたいと考

えていますO

河川排水路

市内には白川をはじめ坪井川など

30ほどの河川と大小の排水路が流れ

ていますo　これらの河川での戦後の

大きな災害としては、昭和28年白川

の大水害、 55年には坪井川の氾濫が

ありました。

このため、白川、加勢川、坪井川、

井芹川などで重点的に河川改修が進

められています。

坪井川の上流は、洪水を一・時貯留

するため多目的遊水池事業が進めら

れていますが、この区間は「ふるさ

とモデル河川」に指定を受け、河川

の整備だけでなく自然にやさしい川

づくりを目指し、環境にも配慮した

改
修
さ
れ
た
健
軍
川

改修も進めています。

また、藻器堀川や健軍川、万石川、

麹川などの都市小河川についても改

修が進められており、都市型水害の

発生を未然に防ぐのに役立っていま

す。特に藻器堀川の保田窪放水路と

帯山小学校校庭地下に設置した雨水

貯留浸透施設の完成は、帯山水前寺

地域の浸水緩和に威力を発揮してし一

mm

その他に、大雨時に河川水位より

低い地域の内水対策として、排水機

場の建設も行っており浸水被害緩和

に効果をみせています。
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対応力

市民が安全に安心して暮らせるよ

うに、本市では3消防署1分署14出

張所、 100車両、 1艇を有し、 631名

の職員が約3,500名の消防団員とと

もに活動を続けていますO

福祉消防

高齢化、核家族化に伴い増加する

一人暮らしや寝たきりの高齢者を火

災からどのように守るかということ

は消防が緊急に対応しなければなら

ない問題のひとつですが、本市では

こうした「災害弱者」の住宅を訪問

して防火診断を行うなど防火意識の

啓発に努めています。

救命救急

傷病者の救命の機会は時間の経過

とともに失われていくことから、病

院到着前の応急処置、 「プレホスピタ

ル・ケア」の重要性が指摘されてい

ます。本市では、より高度な救命処

置ができるよう救急救命士の養成や

高規格救急自動車の整備を進めてい

m*

また、救急車到着前に市民による

応急処置ができるように心肺蘇生法

等の実技指導を中心とした普及講習

を実施しています。

近代化

火災防ぎょ、救急業務は消防固有

の、市民の安全を確保していく上で

重要な業務であり、都市化の進展等

に対応して、より高い精度で、迅速、

活躍する高規格救急車

急

的確を活動が要求されていることか　　の構築」を検討しながら、消防体制

ら、本市では「新司令管制システム　　の充実弓酎ヒを進めていますQ

交通安全

近年のモータリゼーションの発達

は、交通量の増加、交通手段の多様

化等の問題をもたらし、人口の高齢

化とともに交通事故はますます増加

し、大きな社会問題となっています。

本市では老人はもとより、市民の

皆様が安心して暮らせる安全で快適

な交通社会を実現するため、高齢者

・児童・生徒等を対象とした映画や

講話等によるわかりやすい交通安全

教育や交通指導員による通園・通学

路における街頭指導、広報活動等を

実施し、交通マナーの向上を図って

ssa
また、見通しの悪い交差点やカー

フ等の交通危険箇所にカーブミラー、

足型マーク等の交通安全施設を設置

し、整備・充実に努めるほか、交通

安全全般にわたっての諸施策を積極

的に推進しています。更に、交通事

故被災者に対する救済対策として、

交通災害共済事業、交通遺児援助基

金制度の拡充や交通事故相談所の充

実に努めています。

自転車対策

通勤、通学、買物等の手軽な交通

手段として利用されている自転車が

駅周辺や商店街等に大量かつ無秩序

に放置され、都市環境の悪化等の諸

問題を引き起こしています。

このため、 「熊本市自転車の放置

防止に関する条例」 (昭和61年4月

1日施行)に基づき、放置禁止区域

の指定や放置自転車の移動、保管業

務を行い、また、市内中心部や駅周

辺等には、整理指導員を配置して、

自転車利用者等の駐輪マナーの指導

及び整理業務を行っています。

鵜交通事故発生状況指数表(平成元年- 1 00)

I-一一・一　　15,625人)

平成元　　　　　　　6年)

■交通災害共郎支糊.j漂言.-.- *蝣-'
(年度)

更に、上通りサンデーパーキング、平成元

J R熊本駅駐輪場、熊本市辛島公園

地下自転車駐車場、熊本市武蔵塚駅

前自転車駐車場を設けるなどの駐輪

施設の充実に努めています。

平成6年度末には、 「熊本市自転

車利用基本計画」の策定事業が完了

し、今後の総合的な自転車対策を進

めるうえの指針としますO

-*v


